
[　　市民局　　] ３ 款　１項　１目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

1 情報公開推進等事業 21,826 19,840 82,880 80,889 △ 61,054 △ 61,049 〇

3
市民情報センター運営
事業

18,722 18,660 18,552 18,493 170 167

5 個人情報保護推進事業 2,300 2,300 2,724 2,724 △ 424 △ 424

7 匿名加工情報提供事業 10,377 1,389 30,477 2,489 △ 20,100 △ 1,100

8 広聴事業 15,492 15,454 14,181 14,161 1,311 1,293

10 市民相談事業 45,086 44,983 47,637 47,482 △ 2,551 △ 2,499

11
横浜市コールセンター
事業

166,113 156,113 166,142 156,142 △ 29 △ 29

12 事務管理費 1,688 1,688 1,880 1,878 △ 192 △ 190

13 職員人件費 13,837,342 13,837,342 13,572,907 13,572,907 264,435 264,435

-
行政文書検索システム
運用事業

0 0 4,155 4,155 △ 4,155 △ 4,155

計 14,118,946 14,097,769 13,941,535 13,901,320 177,411 196,449
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　■ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

情報公開推進等事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

21,826令和8年度  1,986 0 19,840 0 0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

82,880

▲61,054

 0

 0 0

 0

 0

 80,889

 ▲61,049

13,240 10,182

 9,270

21,814 21,814 21,814

 0

11,239

8,133

6,745

 8,181

 7,754

19,828 19,828 19,828

 1,991

 ▲5

情報公開制度及び保有個人情報開示等請求制度を円滑に運用するため、区局関係職員を対象に、開示等請求及び保有個人情報開示等請
求事務に関する研修の実施や日常的なサポートを行うほか、横浜市情報公開・個人情報保護審査会を設置し、開示決定等に係る審査請
求及び情報公開制度に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議をしている。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

67 64 64 60 60 60 60
審査会開催回数

実績 47 53　回

65656565808070

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

答申件数

13166実績　件

【目的】
　横浜市が市政に関し市民に対する説明責務を全うし、公正で民主的な市政を推進する。

【必要性】
　公正で民主的な市政に不可欠なものとして、横浜市が保有する情報の公開に関する条例並びに個人情報の保護に関する法律及び横浜
市個人情報の保護に関する条例に基づき、行政文書や保有個人情報の開示等を行っているほか、横浜市情報公開・個人情報保護審査会

事業目的

を設置し、開示決定等に係る審査請求及び情報公開制度に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議をしている。

【効果・有効性】
　開示請求に関する実施機関職員への研修やサポート、審査会の調査審議を通じて、制度を円滑に運用することは、事業目的の達成に
不可欠である。また、令和8年運用開始予定の情報公開システムの導入により、開示手続の利便性と効率性の向上が期待される。

背景・課題

個人情報の保護に関する法律、横浜市の保有する情報の公開に関する条例、横浜市個人情報の保護に関する条例根拠法令・方針決裁等

①請求文書件数
〈推移〉４年度35,876件、５年度22,188件、６年度17,698件
②令和６年度の開示、一部開示、不開示、その他文書件数
〈実績〉開示6,198件、一部開示9,163件、不開示1,918件、その他419件
③審査請求件数
〈実績推移〉４年度 927件、５年度 467件、６年度548件（令和７年７月末現在）
④審査請求の処理件数（令和６年度）
〈実績〉答申 131件、認容・却下 317件、取下げ 4件

根拠・データ等

・事業開始：平成12年度
・情報公開システム：令和８年度供用開始予定

事業スケジュール

平成12年度事業開始年度

1
7年度8年度

審査会経費

細事業(事業内訳）
1 8,707 9,593 ▲886 審査会の運営見直しによる減

情報公開等事務費
2 13,119 73,287 ▲60,168 情報公開システム開発終了に伴う減

1市民情報課市民局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 5年度

              21,826              82,880             ▲61,054

平賀 匡生 前田 雅美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

市民情報センター運営事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

18,722令和8年度  62 0 18,660 0 0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

18,552

170

 0

 0 0

 0

 0

 18,493

 167

16,824 17,342

 18,962

18,185 18,185 18,185

 0

16,800

16,102

16,054

 17,289

 18,903

18,126 18,126 18,126

 59

 3

横浜市が発行する行政資料を中心とした市政情報の公表及び情報公開制度の案内並びに行政文書の開示請求及び保有個人情報の開示請
求の受付を行うなど、本市の情報公開の総合的窓口である市民情報センターの運営を行う。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
利用者数

実績 37,372 37,609　人

14,00014,00014,00014,00014,00014,00014,000

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

相談・案内件数

15,51914,271実績　件

【目的】
　市政の運営に当たっては、市民の知る権利を尊重し、市民の市政への理解と信頼を増進させることが重要となる。そのため、市民が
市政に関する情報を得られるよう、積極的な情報提供を推進する必要がある。
【必要性】
　市民情報センターは、市民、事業者及び市職員が自由に利用できる市政の総合的な情報提供窓口である。市民情報センターがあるこ
とによって、幅広い市政情報を一括して容易に得ることができるので、各所管課への個別の問合せや訪問が必要なくなり、その結果、

事業目的

市民等の利便性及び満足度が上昇するとともに、市政情報を積極的に公表するという市の責務を果たすことが可能となる。
【効果・有効性】
　市民情報センターは、１日当たり155人（令和６年度実績）が利用しており、横浜市が発行する行政資料を中心とした市政情報の公
表や、各種事業ＰＲ用パンフレット・リーフレット等の配布、行政文書及び保有個人情報の開示請求の受付など、統合的な情報公開の
推進に大きな役割を果たしている。
　また、区局等が有償頒布を希望する刊行物等の販売を、市政刊行物・グッズ販売コーナーの運営受託者が行っており、本市の事業の
推進に大きく貢献している。

背景・課題

横浜市の保有する情報の公開に関する条例、横浜市の積極的な情報の公表と提供に関する要綱、市民情報センターの設置及び運営等に根拠法令・方針決裁等
関する要綱

・利用者数
＜実績推移＞５年度37,372人、６年度37,609人、７年度40,000人（見込み）、令和８年度40,000人（見込み）

根拠・データ等

・昭和61年度：事業開始
・令和２年度：庁舎移転

事業スケジュール

昭和61年度事業開始年度

1
7年度8年度

市民情報センター管理費

細事業(事業内訳）

1 13,235 13,017 218 報酬改定による増

市政刊行物・グッズ販売コーナー運営費
2 ■■■ 5,225 ■■■ 実績による減

市政記録作成経費
3 ■■■ 310 ■■■ 実績による減

2市民情報課市民局

一般会計
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細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 5年度

18,722 18,552 170

平賀 匡生 前田 雅美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

個人情報保護推進事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

               2,300令和8年度                    0                   0               2,300                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

               2,724

               ▲424

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

               2,724

               ▲424

               7,574               3,597

               2,101

               2,300               2,300               2,300

                   0

               7,574

               5,752

               5,752

               3,597

               2,101

               2,300               2,300               2,300

                   0

                   0

個人情報の保護に関する法律等に基づき、本市における個人情報の適正管理の確保、市民・事業者等に対する個人情報保護制度の啓発
などの個人情報保護施策の推進を図る。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

             8              8              6                  6              6              6              6数（実地調査含む）
第三者委員会開催回

実績              6              6　回

          1(2)          1(2)          1(2)              1(2)          1(2)          1(2)          1(2)

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

報告書件数（実地調
査部署数）

          1(2)          1(2)実績　件

①個人情報の漏えい事故が引き続き高い水準で発生している現状を踏まえ、本市において個人情報が適正に管理されるよう、外部の視
点による取扱いの確認や研修を引き続き行っていく必要がある。
②「横浜市個人情報の保護に関する条例」等に基づき、横浜市個人情報保護審議会により、個人情報の保護に関する重要事項や個人情
報保護体制を構築するための内部規程等の策定を審議する。また、本市における個人情報の適正な取扱いについて、横浜市個人情報の
保護に関する第三者評価委員会により確認する。
本事業において、本市の個人情報の取扱いについて、第三者の公平な視点による審議や確認を徹底することにより、保護施策を推進し

事業目的

ていく。

背景・課題

個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関根拠法令・方針決裁等
する法律（番号法）、横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例　等

(1) 横浜市個人情報保護審議会の運営及び特定個人情報保護評価の実施(継続）
・「横浜市個人情報の保護に関する条例」で定める事項について、審議等を行う審議会を運営する。
＜実績推移＞令和５年度開催件数 ９回    令和６年度開催件数 ７回   令和７年度開催見込件数 ８回　令和８年度開催見込件数 ７
回    

・番号法の規定に基づく特定個人情報保護評価の実施に当たり、横浜市個人情報保護審議会において特定個人情報を保有する事務の所
管課が作成した全項目評価書の第三者点検を行う。
＜実績推移＞令和５年度全項目評価書の点検件数 ６件    令和６年度全項目評価書の点検件数 ８件    令和７年度全項目評価書の点
検見込件数 ６件　令和８年度全項目評価書の点検見込件数 ６件

根拠・データ等

(2) 横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の運営（継続）
 本市における個人情報の取扱いについて、外部委員が調査・評価する委員会を運営する。
＜実績推移＞令和５年度開催件数 ６回    令和６年度開催件数 ６回   令和７年度開催見込件数 ６回　令和８年度開催見込件数 ６
回(実地調査含む）

(3) その他事業
・個人情報相談窓口の運営等（継続）
 市民・事業者等からの相談を受け付ける個人情報相談窓口の運営など、個人情報保護制度に関する情報提供を行う。  
＜実績推移＞令和５年度相談受付件数  20件    令和６年度相談受付件数 ５件   令和７年度相談受付見込件数 20件　令和８年度相
談受付見込件数 20件

・個人情報（特定個人情報を含む）の保護措置及び個人情報保護制度の周知（継続）
 市民・事業者・所管課からの相談について個人情報相談窓口を含めて対応、職員等を対象とした研修の実施や資料の提供を行う。ま
た、改正個人情報保護法の正しい理解を促進するため、市民・事業者等に制度内容を周知する。WEB会議システムを活用し、効果的に
事業を実施する。

(1)横浜市個人情報保護審議会の運営及び特定個人情報保護評価の実施　
　年間７回開催（４、７、８、12、２月を除く毎月）
(2)横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会の運営　実地調査１回及び関連内容の委員会５回開催予定（不定期）
(3)その他事業
・個人情報相談窓口　通年（月～金曜　8:45～12:00  13:00～17:00、土・日曜、祝日及び年末年始は除く。）
・個人情報（特定個人情報を含む）の保護措置の整備、個人情報の保護に関する支援・相談（通年）及び研修の実施や資料の提供（不
定期）

事業スケジュール

3市民情報課市民局

一般会計

-5-



（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 5年度

平成12年度事業開始年度

1
7年度8年度

審議会、特定個人情報保護評価の実施

細事業(事業内訳）

1                1,042               1,332                ▲290 審議会開催回数の減に伴う減

第三者評価委員会の運営
2                1,031               1,031                    0

その他事業
3                  227                 361                ▲134 特定個人情報事故対応電話及びWeb会議ライ

センスの利用停止に伴う減

               2,300               2,724                ▲424

平賀 匡生 小池 優
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

匿名加工情報提供事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              10,377令和8年度                8,988                   0               1,389                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              30,477

            ▲20,100

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

               2,489

             ▲1,100

              67,560              28,352

                 968

              10,377              10,377              10,377

                   0

                 555

               1,012

               1,012

                 907

                 968

               1,389               1,389               1,389

              27,988

            ▲19,000

「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき、事業者等から提案があった場合にはこれを審
査し、審査基準に適合したときには当該事業者から手数料を徴収の上、行政機関等匿名加工情報を作成し提供します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

           200            200            200                200            200            200            200
提供募集データ件数

実績            201            206　件

             3             3             3                 3             3             3             5

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

提供件数

             0             0実績　件

「個人情報の保護に関する法律」が改正され、本市に行政機関等匿名加工情報制度が義務付けられました。
本事業は、行政が保有する個人情報の利活用という基本方針の下、本市が保有する個人情報を特定の個人を識別できないように加工し
、かつ、当該個人情報を復元できないようにした上で「行政機関等匿名加工情報」として事業者等に提供し、活用させるものです（法
60条３項、法109条～法123条）。
市長等は、データを活用しようとする者を定期的に募集し、提案が「新産業の創出や豊かな国民生活の実現に資するか」（法114条１
項４号）等の見地から審査し、提供の可否を決定します。

事業目的

提供可とし、行政機関等匿名加工情報を作成する場合には、個人が識別されないように留意しつつも、事業者の求めるデータとしての
有意性を損なわないようにデータ加工する必要があり、データの処理についての一定の技術や経験が求められるため職員だけでの対応
は困難であることから、データ加工のノウハウを持つ民間事業者のコンサルティングサービスを活用しながらデータ加工ができる環境
を整備します。
本事業は提案を受ける個人情報保有課において予算要求、提供の可否判断、委託契約、行政機関等匿名加工情報の提供等の業務を行う
べきですが、新規事業のため本市の保有する個人情報のうち、どの情報に需要が見込まれるか不明であるため、当面の予算要求は当課
にて行います。

背景・課題

個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例根拠法令・方針決裁等

地方公共団体に対する匿名加工情報提供制度の義務付けは令和５年度からとなっています。令和６年度に実施した提案事業に対して２
事業者から提案があり、そのうち１事業者について提供に係る契約が締結されました（データ保有課の要求予算による）。

根拠・データ等

令和５年度：事業開始

事業スケジュール

令和5年度事業開始年度

1
7年度8年度

匿名加工情報提供事業
細事業(事業内訳） 1               10,377              30,477             ▲20,100 委託の見直し等による減

              10,377              30,477             ▲20,100

5市民情報課市民局

一般会計

平賀 匡生 川田 実
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

広聴事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              15,492令和8年度                   38                   0              15,454                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              14,181

               1,311

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

              14,161

               1,293

              19,669              14,168

              13,627

              15,492              15,492              15,492

                   0

              19,656

              18,017

              18,001

              14,151

              13,608

              15,454              15,454              15,454

                  20

                  18

　様々な手段で寄せられる意見、要望、提案、苦情等の市民の声を、各種広聴事業を通じて幅広く受け止め、市民ニーズを的確に把握
して市政に反映します。寄せられた意見などに対し分かりやすく迅速な回答を行うとともに、寄せられた市民の声の施策反映事例や対
応状況等についても積極的に公表することで、市政の信頼性・透明性を高め、共感と信頼の市政の推進に役立てます。こうした取組を

事業概要
（アクティビティ）

通じて、市民の皆様から多くの建設的な意見・提案が寄せられ、一層の施策反映を促し、広聴と施策の好循環を目指します。

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

            －             －             －                 －             －             －             －スシステム処理件数
広聴情報データベー

実績         13,306         14,237件数

            －            －            －                －            －            －            －

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

要望実施状況

         1,422         1,726実績件数

１　「市民の声」事業
　様々な手段で寄せられる市民のご意見・ご要望等を受け止め、迅速な回答を行うとともに、本市の施策・事業に生かすことにより、
市民満足度の向上や共感と信頼の市政の推進に役立てます。
２　市政推進事業
（１）ヨコハマeアンケート
　公募した市民等を対象に、インターネットを活用して市政に関するアンケートを実施し、アンケート結果をウェブサイトで公表する

事業目的

とともに、施策や事業の企画、効果の測定、改善等に活用します。
（２）横浜10大ニュース
　市民の皆様に１年間を振り返りながら横浜市のこと及び市政の動きを知っていただき、関心を深める機会を提供するとともに、市民
の関心が高いニュースを投票により把握します。
３　市長の集会広聴
　市長が地域で活動している団体等から、事前に定めたテーマについて、お話をうかがい、市政運営の参考とします。
４　広聴情報データベースシステム
　市民の皆様からいただいたご意見・ご要望等やそれに対する回答等を一元的に蓄積し、その情報を庁内で共有します。いただいたご
意見・ご要望等への迅速な対応を促すとともに、統計・分析などに活用します。
５　「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見募集
　市政・区政に生かすため、デジタルプラットフォーム(※)を活用して市民の皆様にご意見を寄せていただき、地域のニーズ・課題等
を把握します。
　※ デジタルプラットフォーム
　　 分野や目的等に応じて市民、行政、企業など様々な主体を結びつけるために、インターネット上に設けられる「場」を指し、当
事業では市民の皆様のご意見を伺う「場」として活用します。
６　広聴事務費
　広聴事業を円滑に運営するための諸経費です。

　広聴事業は、市民に行政サービスを提供するにあたり、多様化する市民ニーズを把握するための最も基本的な業務です。市民の皆様
からいただいた市政に対する意見や提案を受け止め、施策や事業の改善、新たな制度の創設やより良い施策につなげることは、市民サ
ービスが向上するだけでなく、市民の市政に対する信頼感や満足度向上にもつながる大切な取組です。その実現のため、寄せられた広
聴を広聴情報データベースシステムを活用して全庁的に共有するとともに、蓄積された情報の活用を進めます。
　市民の声を実際に市政にどう反映したのかという効果を測定するのは難しく、課題の１つと考えていますが、「デジタルプラットフ
ォーム」を活用した市民意見募集やヨコハマeアンケートなど、様々な広聴ツールを活用することで、幅広く市民の皆様の声を受け止

背景・課題

めていきます。

「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱、ヨコハマeアンケート実施要領、広聴情報データベースシステム取扱要綱等根拠法令・方針決裁等

・広聴情報データベースシステム処理件数  ２年度 19,611件、３年度 17,008件、４年度 14,845件、５年度 13,306件、６年度 14,23
7件
・ヨコハマeアンケート実施回数  ２年度16回、３年度16回、４年度23回、５年度20回、６年度25回
・市長の集会広聴実施回数  ２年度０回、３年度０回、４年度23回、５年度９回、６年度４回
・「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見募集　４年度３回（実証実験）、５年度１回、６年度１回根拠・データ等

１  「市民の声」事業　通年：「市民の声」の受付・回答・公表処理・進行管理、４～11月：専用投稿用紙・封筒の作成・配架
２  市政推進事業
（１）ヨコハマeアンケート　通年：20回
（２）横浜10大ニュース　年１回（11月中旬～12月初旬）
４  広聴情報データベースシステム　通年：トラブル・不具合対応、サーバー機器リース契約
５  「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見募集  ４月：契約  ５月～：意見募集サイトの構築、開設
６  広聴事務費　会計年度任用職員２人を雇用（通年：継続雇用）

事業スケジュール

6広聴相談課市民局

一般会計
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（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 5年度

昭和38年度事業開始年度

1
7年度8年度

「市民の声」事業

細事業(事業内訳）

1                  430                 454                 ▲24 実績による減

市政推進事業
2                  544                 544                    0

市長の集会広聴
3                  282                 282                    0

広聴情報データベースシステム事業
4                3,759               3,759                    0

「デジタルプラットフォーム」を活用した市民意見
5                2,400               5,100              ▲2,700 実績による減募集

広聴事務費
6                8,077               4,042                4,035 会計年度任用職員雇用による増

              15,492              14,181                1,311

佐野 公美子 須崎 智行
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

市民相談事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              45,086令和8年度                  103                   0              44,983                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              47,637

             ▲2,551

                   0

                   0                ▲28

                   0

                   0

              47,482

             ▲2,499

              43,168              44,494

              46,202

              45,086              45,086              45,086

                  28

              43,053

              41,975

              41,851

              44,354

              46,052

              44,983              44,983              44,983

                 127

                ▲24

　複雑多様化した市民生活の安定に資するために、市政・一般相談をはじめ専門家による各種相談を実施します。
　また、市民の法律知識を高め、市民生活における問題解決に更に役立ててもらうため、身近な法律問題について分かりやすく解説す
る「市民法律講座」を神奈川県弁護士会と共催で開催します（昭和50年から毎年開催）。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

        19,400         19,400         19,400             19,400         19,400         19,400         19,400
相談件数

実績         17,384         17,444件

            95            95            95                95            95            95            95

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

法律相談実施率

          95.9          95.3実績％

　多様化する市民生活の問題解決の糸口となる専門相談を無料で受けられる場を市民に提供することは、市民が安心して生活を送れる
一助となるため、今後も必要です。特に、法律相談、司法書士相談は各区でも実施していますが、市民相談室の実施率が高いことから
、市民が必要としている事業です。

事業目的

　社会の中で、様々な問題や不安を抱える市民が多くいます。その解消に向け、弁護士などの専門家がアドバイスを行い、市民生活の
安定に資することを目的に、昭和38年に市民相談事業を開始しました。開始当初は週１回の法律相談でしたが、市民ニーズに応えるた
め、昭和40年に週３回へ、昭和41年に週５回へ、さらに昭和46年に司法書士（登記）相談を、昭和58年に宅地建物相談を開設するなど
相談の種類・回数を増やしてきました。
　現在は、職員による市政・一般相談のほか、専門相談として法律相談、司法書士相談、宅地建物相談のほか、公証相談、交通事故相
談、人権相談を行っています。また、企画法律相談として、女性弁護士による法律相談会、健康福祉局こころの健康相談センターとと

背景・課題

もに自殺対策特別相談会を開催しています。
　さらに、昭和50年から毎年、市民の法律知識を高め、市民生活における問題解決に更に役立ててもらうため、弁護士が身近な法律問
題について分かりやすく解説する「市民法律講座」を神奈川県弁護士会と共催で開催しています。

総合法律支援法根拠法令・方針決裁等

◆令和６年度実績
　法律相談4,352件/司法書士相談709件/宅地建物相談219件/公証相談34件/交通事故相談340件/市政・一般相談1,017件
　（相談内容内訳）
　相続1,441件/離婚725件/不動産678件/債務等399件　など

根拠・データ等

昭和26年度　市民相談室開設
昭和38年度　法律相談等の専門相談開始
昭和42年度　交通事故相談開始
昭和46年度　司法書士（登記）相談開始
昭和58年度　宅地建物相談開始事業スケジュール

昭和38年度事業開始年度

1
7年度8年度

会計年度任用職員事務費

細事業(事業内訳）
1               22,140              24,802              ▲2,662 体制見直しによる減

専門相談等事業
2               22,946              22,835                  111 オンライン相談拡充による増

              45,086              47,637              ▲2,551

7広聴相談課市民局

一般会計

武井 陽子 佐藤 優

-10-



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

横浜市コールセンター事業

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

             166,113令和8年度               10,000                   0             156,113                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

             166,142

                ▲29

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

             156,142

                ▲29

             277,235             291,636

             245,257

             166,113             166,113             166,113

                   0

             267,235

             273,523

             263,523

             281,636

             235,257

             156,113             156,113             156,113

              10,000

                   0

　各種手続・窓口案内・市の施設・イベント情報・市営交通などの問合せに対応する、横浜市コールセンターを運用しており、区役所
代表電話及び市庁舎代表電話の交換業務も実施しています。
　また、横浜市チャットボット・有人チャット等を構築・運用しています。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

            ー             ー             ー                 ー             ー             ー               
対応件数

実績        777,851        778,678件

                          ー            ー                ー            ー            ー            ー

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

お客様満足度

          91.0          87.0実績％

　各種手続・窓口案内・市の施設・イベント情報・市営交通などの問合せに対応するため、横浜市コールセンター事業を委託により実
施しています。
　コールセンター事業は、市政案内、区役所代表電話、市庁舎代表電話で構成されており、市政案内では電話、FAX、メールに加え、
横浜市市政案内チャットボットでのお問合せに対応しています。事業目的

　横浜市コールセンターを設置することにより、ワンストップ回答によるお客様満足度の向上と、職員の業務軽減が図られていますが
、イベント等によりコールセンターへの問合せが集中すると、市民の方々を長くお待たせしてしまうことがあります。
　市民の方々が、速やかに必要な情報にアクセスができるよう「番号選択型IVR(音声自動応答システム）」による転送機能の活用や、
チャットボットの強化など、電話以外の問合せ手段を充実させる必要があります。背景・課題

横浜市コールセンター業務に関する事務取扱要綱、横浜市コールセンター通話録音業務に関する要綱根拠法令・方針決裁等

＜令和６年度実績＞
・コールセンター
　 対応件数： 778,678件
　　うち区役所代表電話： 475,577件
　　うち市庁舎代表電話：  33,998件

・チャットボット
 　アクセス数： 56,843件

根拠・データ等

平成15年度：横浜市コールセンターモデル事業開始
平成17年度：横浜市コールセンター本格運用開始
平成18年度：順次、区役所代表電話の対応を開始（令和４年度から全区終日対応)
令和元年度：長期継続契約として横浜市コールセンター委託契約を締結（令和元年８月１日～令和６年７月31日）
令和２年度：市庁舎代表電話の対応を開始
令和３年度：横浜市AIチャットボットの運用を開始、番号選択型IVR(音声自動応答システム）転送機能の運用を開始
令和６年度：横浜市コールセンター等委託契約を単独随意契約（令和６年８月１日～令和６年11月30日）
　　　　　　長期継続契約として「横浜市コールセンター等運営業務委託」契約を締結（令和６年12月１日～令和11年11月30日）

事業スケジュール

平成15年度事業開始年度

1
7年度8年度

横浜市コールセンター事業
細事業(事業内訳） 1              166,113             166,142                 ▲29 通信システムの変更による通信運搬費の減

             166,113             166,142                 ▲29

8広聴相談課市民局

一般会計

武井 陽子 樋口 久美
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

事務管理費

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

               1,688令和8年度                    0                   0               1,688                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

               1,880

               ▲192

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

               1,878

               ▲190

               2,088               2,064

                 546

               1,688               1,688               1,688

                   0

               2,086

               1,157

               1,157

               2,062

                 546

               1,688               1,688               1,688

                   2

                 ▲2

（１）一般事務の実施：局内の庶務、人事、労務、市会、企画事務及び経理調整等を実施します。
（２）人権啓発研修の推進：局人権啓発研修計画に基づき人権啓発研修を実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

           251            297            297                297            297            297            297
人権啓発研修受講者

実績            273            306名

                                                                                                      

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

地域コミュニティの活性化、市民利用施設の整備・運営と市民サービスの充実、人権を尊重した市政運営、市民の皆様の声の施策反映
と開かれた市政の推進等、多岐に渡る事業を円滑に運営するために、局内の事務事業の調整や連絡等を行います。

事業目的

背景・課題

根拠法令・方針決裁等

根拠・データ等

（１）一般事務　　：　局内の庶務、人事、労務、市会、企画事務、経理調整事務等を実施します。
（２）人権啓発研修：　局内の職員人権啓発研修及び職場研修を、年間をとおし実施します。

事業スケジュール

事業開始年度

1
7年度8年度

人権啓発研修

細事業(事業内訳）
1                   74                  74                    0

一般事務費
2                1,614               1,806                ▲192

               1,688               1,880                ▲192

9総務課市民局

一般会計

佐藤 千香 阪柳 雅也
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款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

1 1

職員人件費

3 99 90

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

          13,837,342令和8年度                    0                   0          13,837,342                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

          13,572,907

             264,435

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

          13,572,907

             264,435

          12,823,595          12,965,355

          13,431,714

                   0                   0                   0

                   0

          12,823,595

          12,658,506

          12,658,506

          12,965,355

          13,431,714

                   0                   0                   0

                   0

                   0

市民局職員人件費
・常勤一般職員 1,445人 
・暫定再任用職員 

事業概要
（アクティビティ）

　常勤職員 35人 
　短時間勤務職員 26人

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

                                                                                                      

実績                             

                                                                                                      

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

                            実績

事業目的

背景・課題

根拠法令・方針決裁等

根拠・データ等

事業スケジュール

事業開始年度

1
7年度8年度

職員人件費
細事業(事業内訳） 1           13,837,342          13,572,907              264,435

          13,837,342          13,572,907              264,435

総務課市民局

一般会計

佐藤 千香 阪柳 雅也
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